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「宮城県飲酒運転根絶に関する条例」に基づく情報提供について 

 

標記について、飲酒運転根絶の抑止効果を高める目的で施行された、「宮城県

飲酒運転根絶に関する条例第１１条第１項第３号」の規定に基づき「酒酔い    

運転等で検挙した人数」を、当該者の「所属する事業者」及びその事業者の    

「所属団体」に対して、情報提供することになっております。  

 今般、令和７年１月１日から令和７年３月３１日の期間の間に当協会会員 

ディーラーの社員１名が「酒気帯び運転」を惹起したことから、別添のとおり 

宮城県公安委員会より通知がございました。  

 皆様方には、日頃より、かかる事態の発生を阻止して頂くべく、お願いして 

いるところではありますが、真摯にかつ重く受け止めなければならないと  

存じます。  

つきましては、再び違反者が出ることの無いよう、改めて社内への周知   

徹底を図って頂くとともに飲酒運転に対する意識向上に向けた対策を講じて  

頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。  








